
1/10 

東かがわ市告示第57号 

 東かがわ市集会所整備事業（宝くじ助成）補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和８年３月31日 

東かがわ市長 上村 一郎 

東かがわ市集会所整備事業（宝くじ助成）補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、東かがわ市集会所整備事業（宝くじ助成）補助金（以下「補助金」という。）

の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象事業） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、一般財団法人自

治総合センター（以下「自治総合センター」という。）が定めるコミュニティ助成事業実施要

綱（以下「実施要綱」という。）に基づき、自治会等が実施するコミュニティセンター助成事

業とする。 

（対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業に

要する経費のうち、実施要綱に規定する経費とする。 

（対象団体） 

第４条 補助金の交付の対象となる団体（以下「補助対象団体」という。）は、自治総合センタ

ー理事長が助成を決定した補助対象事業を実施する自治会等とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、自治総合センター理事長が決定する額の範囲内で、かつ、本市の予算の

範囲内の額とする。 

（交付の申請等） 

第６条 補助金の交付を申請しようとする者は、東かがわ市集会所整備事業（宝くじ助成）補助

金交付申請書（様式第１号）にその他必要な資料を添えて、市長が定める期限までに提出する

ものとする。 

２ 前項の期限を過ぎて行われた申請は、受け付けないものとする。ただし、市長が特別な事情

があると認める場合は、この限りでない。 

（交付の決定） 
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第７条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかに、その内容の審査及び

必要に応じて行う調査等により、補助金額及び交付の適否を決定するものとする。 

（決定の通知） 

第８条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、東かがわ市集会所整備事業

（宝くじ助成）補助金交付決定通知書（様式第２号）により、その決定の内容を補助金の交付

の申請をした者（以下「申請者」という。）に通知するものとする。 

（事業内容の変更） 

第９条 申請者は、補助金の交付の決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）について、

その内容に変更が生じる場合は、速やかにその理由を付し、東かがわ市集会所整備事業（宝く

じ助成）補助金変更申請書（様式第３号）にその他必要な書類を添えて提出し、あらかじめそ

の承認を受けるものとする。ただし、自治総合センターが定める軽微な変更を除く。 

（実績報告） 

第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、東かがわ市集会所整備事業（宝くじ助成）補助

金実績報告書（様式第４号）及び自治総合センターが別に指示する書類にその他必要な書類を

添えて、速やかに提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第11条 市長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合において、当該補助事業の成果

が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付する補助金

の額を確定し、東かがわ市集会所整備事業（宝くじ助成）補助金交付確定通知書（様式第５号）

により申請者へ通知する。 

（補助金の交付） 

第12条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとし、申請

者は、補助金の交付を受けようとするときは、東かがわ市集会所整備事業（宝くじ助成）補助

金交付請求書（様式第６号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、特に必要があると認めるときは、第８条に規定する補助金の交付の決定を通知した

後において補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。この場合において、申

請者は、補助金の交付を受けようとするときは、東かがわ市集会所整備事業（宝くじ助成）補

助金概算交付請求書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 
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３ 前項の規定による補助金の概算交付を受けた申請者は、補助金の精算をしなければならな

い。この場合において、当該概算交付の金額が前条の規定により確定された補助金の額を超え

ることとなったときは、その超えることとなった金額を返還させるものとする。 

（その他） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第６条関係） 

 

  年  月  日 

 

 東かがわ市長          様 

 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名 

 

東かがわ市集会所整備事業（宝くじ助成）補助金交付申請書 
 

年度において次のとおり東かがわ市集会所整備事業（宝くじ助成）補助金の交付を受け

たいので、関係書類を添えて申請します。 

 

１ 補助申請額                    円 

２ 事 業 名  

３ 事業の目的 
 

 

４ 事業の内容 
 

 

 

５ 着手・完了 

  予定年月日 

 

着 手 日            年   月    日 

 完 了 日            年   月    日 

 

６ 事業の効果 
 

 

 

 

７ 添 付 書 類 

 

 

（１） 収支予算書 

（２） 事業計画書 

（３） 前年度から引き続き存続する団体にあっては、前

年度の決算書及び事業報告書 

（４） その他市長が必要と認める書類 

 

８ 備   考 
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様式第２号（第８条関係） 

 

    第  号 

  年  月  日 

  様 

東かがわ市長            

 

東かがわ市集会所整備事業（宝くじ助成）補助金 
交付決定(変更交付決定)通知書 

 

     年 月 日付けで申請のあった補助金の交付については、次のとおり決定したので

通知します。 

 

１ 交 付 年 度 年度 

２ 事 業 名  

３ 補助金等の 

交付決定額 
円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 交 付 条 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） この補助金等は、申請のあった目的以外に使用しては

なりません。 

（２） 事業等に着手した場合において、市長の指示があった

ときは、直ちに補助事業等着手届を提出してください。 

（３） 次のアからウまでのいずれかに該当するときは、直ち

に市長の承認又は指示を受けなければなりません。 

  ア 内容を変更するとき（市長が認める軽微な変更の場

合を除く。） 

  イ 中止し、又は廃止するとき。 

  ウ 予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困

難となったとき。 

（４） 補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等実

績報告書、収支決算書等を提出してください。 

（５） 市長が必要と認めるときは、当該職員に書類等の検査

をさせ、又は補助事業等の執行状況について実地検査を

します。 

（６） 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受

けなければなりません。 

（７） 東かがわ市集会所整備事業等（宝くじ助成）補助金交

付要綱等の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消

し、補助金等の返還を求めます。 

５ 備   考  
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様式第３号（第９条関係） 

 

  年  月  日 

 

東かがわ市長          様 

 

所 在 地  

名   称  

代表者氏名  

 

東かがわ市集会所整備事業（宝くじ助成）補助金変更申請書 
 

     年  月  日付け 第  号により補助金等の交付決定を受けた東かがわ市

集会所整備事業（宝くじ助成）について、次のとおりその内容等を変更したいので、関係書

類を添えて申請します。 

 

１ 補助決定額             円 

２ 事 業 名  

３ 変更事項 

(中止・廃止事項) 

変

更

前 

 

 

変

更

後 

 

４ 変更後の 

  事業趣旨・目的 

期待できる効果 

 

５ 変更理由  

６ 変更後の着手・

完了予定年月

日 

着 手 日       年  月  日 

完 了 日       年  月  日 

７ 添 付 書 類 

（１） 変更収支予算書 

（２） 変更内容を説明する資料 

（３） その他市長が必要と認める書類 

８ 備   考  
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様式第４号（第10条関係） 

 

 

  年  月  日 

 

東かがわ市長          様 

 

所 在 地  

名   称  

代表者氏名  

 

東かがわ市集会所整備事業（宝くじ助成）補助金実績報告書 
 

     年  月  日付け 第  号により交付決定を受けた東かがわ市集会所整備事業

（宝くじ助成）が完了したので、次のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

１ 補助金の額                    円 

２ 事 業 名  

３ 事業内容  

４ 着手・完了 

  年 月 日 

 着 手 日          年 月  日 

 完 了 日          年 月  日 

５ 添 付 書 類 

（１） 収支決算書 

（２） 収支決算書の根拠となる証拠書類（領収書、請求書、

会計監査に関する書類等） 

（３） 補助事業等の実施状況を示す書類 

（４） その他市長が必要と認める書類 

６ 事業の実施状

況及び効果・成果 
 

７ 備   考  
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様式第５号（第11条関係） 

 

第     号 

  年  月  日 

 

          様 

 

東かがわ市長           

 

 

東かがわ市集会所整備事業（宝くじ助成）補助金交付確定通知書 
 

 

     年  月  日付けで提出のあった東かがわ市集会所整備事業（宝くじ助成）の実績

報告に係る補助金の額については、次のとおり確定したので、通知します。 

 

１ 交 付 年 度 年度 

２ 事 業 名  

３ 補助金等の 

  交付確定額 
         円 

４ 交 付 条 件 

（１） この補助金等は、申請のあった目的以外に使用して

はなりません。 

（２） 市長が必要あると認めるときは、当該職員に書類等

の検査をさせ、又は補助事業等の執行状況について実地

検査をします。 

（３） 東かがわ市集会所整備事業（宝くじ助成）補助金交

付要綱等の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消

し、補助金等の返還を求めます。 
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様式第６号（第12条関係） 

 

   年  月  日 

 

東かがわ市長          様 

 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名          ○印 

 

 

東かがわ市集会所整備事業（宝くじ助成）補助金交付請求書 
 

     年  月  日付け    第    号   により確定通知のあった東かがわ市

集会所整備事業（宝くじ助成）補助金について、次のとおり請求します。 

 

１ 事 業 名    コミュニティーセンター助成事業 

 

２ 請 求 額                  円 

 

３ 振 込 先 

 

金 融 機 関 名  

口 座 種 別  

口 座 番 号  

（ フ リ ガ ナ ） 

 

名 義 人 

（                         ） 
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様式第７号（第12条関係） 

 

 
年  月  日 

 
 東かがわ市長          様 

 
所 在 地  
名   称  
代表者氏名           ○印  

 

 

東かがわ市集会所整備事業（宝くじ助成）補助金概算交付請求書 

 
     年  月  日付け  第   号により補助金等の交付決定を受けた東かがわ市集会

所整備事業（宝くじ助成）補助金について、次のとおり概算請求します。 

 

１ 事 業 名     

 
２ 請 求 額                  円 

 
３ 振 込 先 

 

金 融 機 関 名  

口 座 種 別  

口 座 番 号  

（ フ リ ガ ナ ） 

 

名 義 人 

（                         ） 

 

 

 

 
 

 

 


